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商号の変更および定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、令和３年 11 月 12 日付け「商号変更および子会社の吸収合併の検討に関するお知らせ」におい

て、当社の商号を変更する方針である旨ご報告しておりましたが、本日開催の取締役会において、以下の

通り、商号の変更及び定款の一部変更について、令和３年 12 月 21 日開催予定の第 17 回定時株主総会に

付議することを決議いたしましたのでお知らせします。 

 

 

記 

 

 

1. 商号の変更の件 

（１） 商号の変更の理由 
今後当社が目指していく事業の展開に備えるため、経営の目指すべきビジョンにふさわしい社名

にするため商号の変更を行うものです。 
 

（２） 新商号 
株式会社デジタルプラス（英文表記：DIGITAL PLUS,Inc.） 

 
（３）変更予定日 

 令和４年 4 月 1 日 
 

2. 定款一部変更の件 

（１）定款一部変更の理由 
上記「１．商号の変更の件」「（１）商号の変更の理由」に記載のとおり、商号の変更を行なうた

め、現行定款第１条（商号）を変更するものです。 
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（２）定款変更の内容 
変更の内容は、次のとおりであります。  

（下線は変更部分を示しております。） 

現行定款 変更案 

（商 号） 
第１条 当会社は、株式会社リアルワールド
と称し、英文では、REALWORLD,inc.とする。 
 
 
 
附則 
（監査役の責任免除に関する経過措置） 

＜省略＞ 
 

（新設） 

（商 号） 
第１条 当会社は、株式会社デジタルプラス
と称し、英文では、DIGITAL PLUS,Inc.とす
る。 
 
 
 附則 
（監査役の責任免除に関する経過措置） 

＜省略＞ 
 （定款一部変更の効力発生日） 
第1条の変更の効力発生日は、令和４年４月1
日とする。なお、本附則は第1条の効力発生日
経過後、これを削除する。 

 
（３）日程（予定） 
  定款変更のための定時株主総会 令和３年 12月 21日 

   定款変更の効力発生日 令和４年４月１日 

 
 

以 上 
 

 


